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ユ
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検
索
！

 

  

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
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２
６
春
闘
交
渉
も
佳
境
に

入
っ
て
い
ま
す
。
郵
政
ユ
ニ

オ
ン
中
央
本
部
は
、「
定
期
昇

給
の
完
全
実
施
」「
労
働
条
件

改
善
」「
ベ
ア
要
求
」
に
関
わ

る
検
討
を
強
く
求
め
交
渉
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。
早
期
に

有
益
な
回
答
を
示
す
よ
う
求

め
る
中
、
日
本
郵
便
か
ら
第

一
次
回
答
と
し
て
上
記
の
よ

う
な
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。 
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前
代
未
聞
の
不
誠
実
な
回

答
は
、
要
員
不
足
の
中
、
ギ

リ
ギ
リ
の
人
数
で
業
務
を
こ

な
し
て
い
る
社
員
の
頑
張
り

を
踏
み
に
じ
る
も
の
で
す
。 

第
６
回
賃
金
交
渉
は
回
答

指
定
日
で
も
あ
る
本
日
開
催

予
定
で
す
。
会
社
に
は
不
誠

実
な
回
答
を
許
さ
ず
、
私
た

ち
の
切
実
な
要
求
に
答
え
さ

せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

本
部
の
交
渉
を
後
押
し
す
る

た
め
に
も
、
職
場
か
ら
抗
議

の
声
を
上
げ
ま
し
ょ
う
！ 

 

 

全労協・郵政産業労働者 

ユニオン長崎中郵支部 

機関紙「みらい」 
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  文責 支部書記長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間雇用パート労働者の皆さん! 困リごとは職場の郵政ユニオンへご相談を。      

1 集-海江田, 2 集-向井, 3 集-山田, 支部・分会の役員へ。        

昨年の２５春闘

完全実施

昨年の２５春闘

月平均１万円

昨年の２５春闘

年間４．３か月

「実施はしない」

「実施はしない」

「３．５か月」

①定期昇給について

②ベースアップについて

③一時金について

賃金UPは人への投資 人への投資は未来への投資！ 
 

 

 

 

 

 

 

要求に背を向けて「社員一人ひとりが力を発揮できる組織」は築けない！ 
 

①定期昇給は社員が勤続年数を重ねるごとに、知識や経験が増し仕事の幅が広がることで会社

の発展につながる重要な要素であると考えています。また、定期昇給が行われることで、社

員は将来設計を描くことができ、より貢献しようという意欲が高まることからも、定期昇給の

完全実施を求めます。 

②郵便事業の厳しい経営環境についてはリアルな数字であることは理解できますが、そのこと

を理由に切実な要求に背を向け処遇改善を行わないことは、赤字の責任を社員に押し付けて

いると言わざるをえません。 社員の努力だけで郵便物流事業を将来に渡って維持すること

は困難です。  

通信のユニバーサルサービスを守る企業として、郵便物流事業を支える社員に十分に報い

ることを求めます。  

③職場の労働力不足は顕著で、ギリギリの要員配置でも懸命に業務をこなしています。安心と

安全を守るためにも、社員の声に応え要員不足解消のための大幅増員を求めます。 

④以上の主張をふまえ、郵政ユニオンはストライキを構え、社員の未来を守るために交渉を重

ねていきます。 

 

私たちの 

主な要求 

【期間雇用社員】         【以下共通】 

･基本給を全国一律で時給1700円以上に  ・物価高騰に伴う緊急措置として 

･正社員と同等の手当を支給すること     特別一時金を支給すること 

【正社員】            ･ボーナスを4.6ヵ月支給すること 

･基本給を月額31000円以上引き上げ    ･育児・介護部分休業を有給に 

･一般職の基本給を大幅に改善すること   ･要員不足解消のための具体的対策を 


